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【ご意見をお聞かせください（パブリックコメント）】

ご
意
見
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お
寄
せ
く
だ
さ
い

◇市バイオマスタウン構想（案）に対するご意見、ご提案をお寄せください。
対象　市内在住・在勤・在学の方
提出方法　郵送または、ファクス、Eメールで提出するか、直接、市役所4階企画政策課企画係へ提出してくださ

い。様式は自由ですが、①件名「市バイオマスタウン構想（案）について」②住所③氏名④電話番号⑤ご意見
を記入して、提出してください（電話でのご意見は受け付けません。必ず文書で提出してください。また、個
別には回答できませんので、ご了承ください。意見を公表する場合、氏名や住所などは公表しません）。

意見募集締切　平成21年1月21日(水)必着
資料閲覧方法　「市バイオマスタウン構想（案）」は、12月22日(月)から市役所2階情報公開コーナー、支所1階

ロビー、月見の里学遊館1階市民サロン、市ホームページ(http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/）で閲覧で
きます。          

企画政策課企画係　FAX43-2131　  kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-8666　袋井市役所

■計画策定の目的
　環境基本計画の基本目標の一つ「循環型社会の構築」のうち、
バイオマスの利用促進について取り組みを具体化し、地球温暖化
の防止や循環型社会の形成に努めます。

■構想の概要
　環境に配慮したまちづくりを推進するとともに、農業をはじめ
とする各種産業の振興を図るため、次のようにバイオマスの利活
用に取り組みます。
◎廃食用油利活用の促進と遊休農地を活用した資源作物の栽培の

促進
◎家畜排せつ物利活用の促進
◎稲わら・麦わらなどの利活用の促進
◎木質バイオマス利活用の促進

●バイオマスとは
エネルギーや製品、資材として再利用ができる生物
資源のこと（稲わら、もみ殻、製材工場の残材、家
畜排せつ物、食品廃棄物など）

バイオマスの発生か
ら利用までが効率的
に 結 ば れ、 安 定 的・
適正に利活用が行わ
れている地域

バイオマスタウン構想を
を策定します

■計画策定の目的

市では、環境負荷の少ない持続可能な地域社会（循環型社会）の実現を目指し、「袋井市環境基本市では、環境負荷の少ない持続可能な地域社会（循環型社会）の実現を目指し、「袋井市環境基本

計画」と並行して「袋井市バイオマスタウン構想」の策定作業を進めています計画」と並行して「袋井市バイオマスタウン構想」の策定作業を進めています。

市バイオマスタウン構想（案）について、皆さんのご意見をお聞かせください。市バイオマスタウン構想（案）について、皆さんのご意見をお聞かせください。

企画政策課企画係 ☎44-3105

●バイオマスタウンとは




